
欧州第２節

（1）概況
　2017 年の好景気から一転、ユーロ圏経済は 2018 年
に入り鈍化した。
　2018 年初頭における経済減速は、悪天候やストラ
イキ等の一時的要因が重なったものであったが、米国
による鉄鋼・アルミの輸入関税引上げをきっかけに始
まった貿易摩擦が、第 2 四半期以降、域内経済に影を
落としている。
　2018 年の実質 GDP 成長率は、通年で 1.8％増と前
年より鈍化した。鈍化の要因としては、需要項目別で
は、輸出に加え、家計消費と総固定資本形成の低迷が
挙げられる（第Ⅰ-3-2-1 図）。
　セクター別では、製造業の縮小に加えて、サービス
関連セクターにおける勢いの弱まりが見られる（第Ⅰ- 
3-2-2 図）。
　製造業の縮小については、自動車セクターにおける
新燃費測定基準（WLTP）への対応の遅れや、河川の
水位低下による物流遮断といった一時的要因があった
と見られているが、新興国経済の減速や、先行き不透
明感による企業マインドの低下も影響していると考え
られ、こうした要素が引き続き域内経済を下押しする

可能性が懸念されている。
　ユーロ圏の経済信頼感指数は、前年までの顕著な改
善傾向が、2018 年に入り、一転して悪化傾向となっ
ている。中でも製造業については 2019 年に入っても
悪化の歯止めがかからず、米国をめぐる貿易摩擦及び
英国の EU 離脱をめぐる先行き不透明感が、企業の信
頼感を下押ししている可能性が指摘されている（第Ⅰ
-3-2-3 図）。
　国別に見ると、ドイツは、自動車の新燃費測定基準
への対応の遅れにより生産が縮小したことで、実質
GDP 成長率は、第 3 四半期に前期比 0.2％減とマイナ
スを記録した（第Ⅰ-3-2-4 図）。経済信頼感について
は、2018 年 3 月以降、顕著に悪化しており（第Ⅰ-3-
2-5 図）、貿易摩擦や英国の EU 離脱をめぐる先行き
不透明感が企業マインドを下押ししている可能性が指
摘されている。
　フランスについては、実質 GDP 成長率が第 1 四半
期に大きく鈍化したものの、第 3 四半期以降、輸出や
総固定資本形成の伸びにより緩やかに加速した（第Ⅰ- 
3-2-6 図）。ただし、経済信頼感指数は 2018 年夏以降、
大きく悪化している。特に、燃料税引上げへの反発か

1．ユーロ圏経済

第Ⅰ-3-2-1 図　
ユーロ圏の実質 GDP 成長率（需要項目別寄与度）

資料：�Eurostat から作成。
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第Ⅰ-3-2-2 図　
ユーロ圏の実質付加価値成長率（産業別寄与度）

備考：�季節調整値。実質付加価値。
資料：�Eurostat から作成。
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ら発生した黄色いベスト運動は、11 月以降、同国の
経済信頼感を下押しした可能性がある。
　イタリアについては、下半期に景気後退（実質
GDP 成長率が前期比で 2 期連続のマイナス）に陥っ
た。主な輸出相手国の経済減退が輸出に影響したほか、
国内の政治的混乱等を背景に企業マインドが幅広いセ
クターで低迷していると見られている。
　スペインについては、2017 年に比べ減速している
ものの、実質 GDP 成長率は、通年で 2.6％とユーロ圏
平均を大きく上回る成長率を維持している。

（2）生産及び貿易
　ユーロ圏の鉱工業生産指数は、2017 年までの拡大

傾向から一転、2018 年に入り減少傾向で推移してい
る（第Ⅰ-3-2-7 図）。2018 年年初は寒波やユーロの上
昇が影響したと見られるが、8 月以降は、自動車セク
ターにおける新規制への対応の遅れから、ドイツを中
心に自動車製造業の生産が顕著に落ち込んだ（第Ⅰ- 
3-2-8 図）。さらに、河川の水位低下により物流が遮
断されたことで、秋以降は、やはりドイツを中心に、
化学品製造業の生産に大きな影響が生じた。
　ただし、自動車や化学品製造業以外でも、2017 年
までの拡大傾向は既にほとんど見られない（第Ⅰ-3-
2-9 図）。輸出受注は 2018 年秋以降、悪化が続いてお
り（第Ⅰ-3-2-10 図）、ユーロ圏域内を含む世界経済
の減速による影響が示唆される。

第Ⅰ-3-2-3 図　ユーロ圏の景況感（業種別）

備考：�アンケート調査における「改善 /悪化」（原則、過去 3か月・今後 3
か月の変化。消費者は、過去 12 か月・今後 12 か月の変化）の回答
の割合の差。トータルは、経済信頼感指数（1990 年以降長期平均
=100）。季調済。

資料：�欧州委員会「Economic�Sentiment�Indicator」から作成。
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第Ⅰ-3-2-4 図　
ユーロ圏諸国と英国の実質 GDP 成長率（前期比）

備考：�2018Q4 まで。
資料：�Eurostat から作成。
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第Ⅰ-3-2-5 図　ユーロ圏主要国の経済信頼感指数

備考：�調査は毎月第 1～3週目に実施。
資料：�欧州委員会「Economic�sentiment�Indicator�（ESI）」から作成。
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第Ⅰ-3-2-6 図　
ユーロ圏諸国の総固定資本形成推移

備考：�2018Q4 まで。ユーロベース。
資料：�Eurostat から作成。
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　ユーロ圏の輸出を相手国別に見ると、2018 年に入り、
主要貿易相手国であるトルコ向けの減少と中国向けの
伸びの鈍化が顕著である（第Ⅰ-3-2-11 図、第Ⅰ-3-2-
12 図）。
　トルコは、8 月に生じたトルコ・ショック（通貨リ
ラの大幅な下落による金融市場の動揺）の影響により
内需が大幅に悪化した。また中国については、2018
年初頭からの景気減速に、米国との貿易摩擦も加わり、
2018 年は 5 月以降、生産が減少している。こうした
主な貿易相手国における需要の減退が、ユーロ圏の輸
出と生産に影響したと考えられる（第Ⅰ-3-2-13 図）。
　品目別に見ると、ユーロ圏域内向けの輸出は、2018
年夏以降の機械・輸送機器の減少が顕著である。また、

素材系製造品やその他製造品も伸びが鈍化している
（第Ⅰ-3-2-14 図）。また、ユーロ圏域外向けについ
ては、2018 年初頭に大きく落ち込んだ後は低い伸び
率で推移し、秋以降は再び伸びが鈍化した（第Ⅰ-3-
2-15 図）。
　トルコ向けの輸出は、機械・輸送機器が 2018 年 7 月
以降、大幅に減少したほか、飲食品、化学品、また素
材系製造品と幅広い分野で減少しており、産業全体で
トルコの需要が減少したことが明らかである（第Ⅰ-3-
2-16 図）。
　中国向けの輸出については、2018 年上半期に伸び
が大幅に落ちたが、9 月以降は中国政府による景気支
援策の効果もあり、回復が見られる（第Ⅰ-3-2-17 図）。

第Ⅰ-3-2-7 図　ユーロ圏の鉱工業生産指数

備考：�鉱工業生産指数。季節調整値。
資料：�Eurostat から作成。
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第Ⅰ-3-2-8 図　ドイツの生産指数（製造業業種別）

備考：�季節調整値の 3か月後方移動平均。生産量。
資料：�Eurostat から作成。
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第Ⅰ-3-2-9 図　ユーロ圏の生産指数（製造業業種別）

備考：�季節調整値の 3か月後方移動平均。生産量。
資料：�Eurostat から作成。
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第Ⅰ-3-2-10 図　ユーロ圏製造業の景況感

備考：�アンケート調査（毎月第 1～3週）での「改善（増加）/悪化（減少）」
（過去 3か月・今後 3か月の変化）の割合の差。

資料：�欧州委員会「Economic�Sentiment�Indicator」から作成。
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第Ⅰ-3-2-11 図　ユーロ圏の輸出（相手先別寄与度）

備考：�季節調整値。前年比寄与度（数量ベース。2015年合計額でウェイト付け）。
資料：�Eurostat から作成。

-4

5
4

6

3
2
1
0
-1
-2
-3

（％）

2016 2017 2018

旧ソ連 米国 中南米
ユーロ圏 EU（非ユーロ圏） トルコ 西アジア

アフリカ

その他 Total
日本 中国 アセアン オセアニア

1 3 5 7 9 112 4 6 8 10 12 1 3 5 7 9 112 4 6 8 10 12 1 3 5 7 9 112 4 6 8 10 12

第Ⅰ-3-2-12 図　ユーロ圏の輸出伸び率（相手先別）

備考：�伸び率は数量ベース（2015 年合計金額でウェイト付け）。前年差は
2018 年と 2017 年の差。

資料：�Eurostat から作成。
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第Ⅰ-3-2-13 図　ユーロ圏の輸出に占める各国の割合

備考：�ユーロ圏外向け財輸出に占める割合。2018 年。
資料：�Eurostat から作成。
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第Ⅰ-3-2-14 図　ユーロ圏の輸出（域内向け・品目別）

備考：�季節調整値。前年比寄与度（数量ベース。2015 年合計額でウェイト
付け）。

資料：�Eurostat から作成。
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第Ⅰ-3-2-15 図　ユーロ圏の輸出（域外向け・品目別）

備考：�季節調整値。前年比寄与度（数量ベース。2015 年合計額でウェイト
付け）。

資料：�Eurostat から作成。
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第Ⅰ-3-2-16 図　
ユーロ圏の輸出（トルコ向け・品目別）

備考：�季節調整値。前年比寄与度（数量ベース。2015 年合計額でウェイト
付け）。

資料：�Eurostat から作成。
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　一方、米国は 2018 年 3 月以降、EU を含め世界各
国から輸入する鉄鋼・アルミニウムについて関税を引
上げた。これに対し、欧州委員会は 2018 年 3 月から
実施していた鉄鋼に関するセーフガード調査の結果に
おいて、米国の輸入関税引上げによって、従来第三国
から米国に輸出されていた鉄鋼の一部が EU に流れた
結果、EU 域内産業への脅威となっていると判断して
いる。これを踏まえ、2019 年 2 月 2 日から鉄鋼輸入
に関わるセーフガード措置の確定措置 64 を発動した。
実際に、EU への鉄鋼輸入は 2018 年に前年より増加
している。
　なお、米国との貿易摩擦が関係するセクターとして、
他に自動車がある。EU は 2018 年 6 月、米国の鉄鋼・
アルミニウムの輸入関税率引上げに対する報復関税措
置の形で、米国からの輸入品の一部について関税率を
引上げたが、米国は、これを受けてさらに、EU が貿
易障壁を取り除かない場合、EU からの輸入自動車に
対して 20％ 65 の関税を課すと表明した。
　その後、米国トランプ大統領とユンカー欧州委員長
による、通商協力を内容とする共同声明 66（7 月 25
日発出）において、相互の関税撤廃に向けて協力する
対象品目から自動車は除外された。さらに 2019 年 2
月、米国商務省は、通商拡大法 232 条に基づく自動車
関税に関する報告書をトランプ大統領に提出し、これ
を受けて 2019 年 5 月、トランプ大統領は通商代表に

対して EU、日本及びその他通商代表が適切とみなす
国との合意の交渉を追求し、180 日以内に交渉結果に
ついて報告することを指示する大統領令を発出した。
トランプ大統領がこの報告書を受けて、自動車の輸入
関税を引上げる可能性は不明だが、米国向けの自動車
輸出は、特にドイツの自動車輸出における比重が大き
く 67、仮に米国が自動車の関税を引上げた場合には、
鉄鋼とアルミニウムに対する関税引上げ以上の大きな
経済的影響が生じると見られている。
　最大の貿易相手国である米国と中国をめぐる貿易摩
擦の悪化は、中国向け輸出の伸びの鈍化という形で、
既にユーロ圏製造業に影響を与えているが、さらに
EU の米国向け自動車輸出における関税引上げの可能
性は、英国の EU 離脱と相まって、先行き見通しに関
する不透明感を高め、企業のマインドを悪化させている。

（3）雇用
　ユーロ圏の雇用は堅調に推移している。2013 年に
11％に達していた失業率は、欧州債務危機後に経済が
回復する中で、スペイン、ギリシャ、ポルトガルを中
心に顕著に低下し、2018 年 11 月には 8％を下回った
（第Ⅰ-3-2-18 図）。被雇用者数も、ユーロ圏経済の
回復とともに、2013 年以降、緩やかに増加している（第
Ⅰ-3-2-19 図）。
　しかし、南欧諸国では、若者を中心に失業率が高い
年齢層が見られる（第Ⅰ-3-2-20 図）。特に、イタリ

第Ⅰ-3-2-17 図　ユーロ圏の輸出（中国向け・品目別）

備考：�季節調整値。前年比寄与度（数量ベース。2015 年合計額でウェイト
付け）。

資料：�Eurostat から作成。
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第Ⅰ-3-2-18 図　ユーロ圏の失業率推移

備考：�2018 年 12 月（ギリシャは 11 月）まで。
資料：�Eurostat、CEIC�Database から作成。
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�
64	 暫定措置は 2018 年 7 月 19 日から発動されていた。
65	 その後、米国トランプ大統領は、通商拡大法 232 条に基づき、輸入自動車と自動車部品に最大 25％の関税を課す可能性を示している。
66	 欧州委員会「2018 年 7 月 25 日プレスリリース」、（http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4687_en.htm）。
67	 米国向け自動車輸出は、ドイツの自動車輸出の 15％、財輸出の 1.6％、名目 GDP の 0.6％を占める。
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アの若年失業率はなかなか低下せず、2018 年末には、
着実に若年失業率を低下させてきたスペインがほぼ同
率となった（第Ⅰ-3-2-21 図）。
　なお、移民労働者が全体の失業率を押し上げている
可能性や、さらに、高等教育課程への在籍期間や学生
割合の違いを排除するため、外国人を除き、年齢層を
25 才以上に絞って確認すると（第Ⅰ-3-2-22 図）、ギ
リシャ（複数の年齢層）に加え、イタリアとスペイン
の 25～29 才の年齢層において、失業率が 15％を超え
ている。さらにイタリアは、被雇用者が同年齢層の人
口に占める割合において、25～29 才で僅か 54％、30
～34 才でも 70％とギリシャと並んで低く（第Ⅰ-3-2-
23 図）、貧困率においても EU 平均を大きく上回って
いる（第Ⅰ-3-2-24 図）。

第Ⅰ-3-2-19 図　ユーロ圏の被雇用者数推移

備考：�従業者数の推移。2018 年第 3四半期まで。15～64 才。
資料：�Eurostat から作成。
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第Ⅰ-3-2-20 図　ユーロ圏諸国の失業率（年齢別）

備考：�外国人を含む。失業者数が、当該年齢の労働参加者数に占める割合。
2018 年第 3四半期。

資料：�Eurostat から作成。
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第Ⅰ-3-2-21 図　ユーロ圏諸国の若年失業率の推移

備考：�15 才～24 才。2018 年 12 月（ギリシャは 11 月）まで。
資料：�Eurostat、CEIC�Database から作成。
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第Ⅰ-3-2-22 図　
ユーロ圏諸国の失業率（外国人を除く）

備考：�外国人を除く。失業者数が、当該年齢の労働参加者数に占める割合。
2018 年第 3四半期。

資料：�Eurostat から作成。
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第Ⅰ-3-2-23 図　
ユーロ圏諸国の被雇用者の割合（外国人を除く）

備考：�外国人を除く。従業者数が、当該年齢の人口に占める割合。2018 年
第 3四半期。

資料：�Eurostat から作成。
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（4）イタリアとフランスの財政問題
　イタリアでは、2018 年 6 月、イタリア・ファース
トを掲げる「五つ星運動」及び「同盟」からなる連立
政権が誕生した。政権公約では、移民対策のほかに、
税制、年金、雇用対策といった財政拡張型の政策が多
く盛り込まれた。具体的には、税制に関しては、家計
と企業に対する一律の所得税（フラット・タックス）
の導入、及び付加価値税の自動引上げの停止、雇用に
関しては、失業者の労働市場復帰のための「国民の所
得」の導入、年金に関しては、年金受給年齢引上げを
定めた「フォルネロ法」の廃止、実年齢と年金保険料
支払年数の合計が 100 に達した時点での需給開始、等
である。
　政権公約を全て実現した場合、財政赤字は対 GDP
比で 3％を大きく上回ると考えられ、財政を監視する
欧州委員会と同国が対立する可能性や、最悪の場合、
対立の悪化により同国のユーロ圏離脱につながる可能
性が懸念された。
　10 月に連立政権が欧州委員会に提出した 2019 年度
予算案には、上記「国民の所得」や年金改革といった
財政支出が盛り込まれ、財政赤字比率は 2.4％となり、
EU の財政赤字基準である 3％を下回ったが、前政権
が約束していた 0.8％を大幅に上回った（第Ⅰ-3-2-25
図、第Ⅰ-3-2-26 表）。
　一度修正予算案が提出された後、欧州委員会は、

EU の財政規律を大きく逸脱するものであるとして再
度差戻し、「過剰財政赤字の是正手続（EDP）」を開
始するための報告書 69 を公表するに至った。
　一時は EDP に基づく制裁の発動も懸念され、イタ
リアの国債利回りが上昇するなど金融市場の緊張が見
られたが（第Ⅰ-3-2-27 図）、12 月に入り、同国政府
は財政赤字比率を 2.04％にまで引下げた再修正予算案
を提出し、これを EU 側も受入れることで制裁措置の
発動は回避された。
　ただし、同国の具体的な財政赤字削減策は明らかに
されておらず、財政状況に対する懸念は引き続き同国
の国債利回りを押し上げている。資金調達環境の悪化

第Ⅰ-3-2-24 図　EU 各国の貧困率（年齢層別）

備考：�可処分所得（所得移転後）について、国の中央値の 60%に満たない
者を貧困とする。2016 年。

資料：�Eurostat から作成。
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第Ⅰ-3-2-25 図　イタリアの財政収支比率

備考：�財政収支比率（対GDP）。2019 年は目標および見通し。構造的要因
はプライマリーバランスの値。SP 目標は、EUの安定プログラムに
おけるイタリアの目標値。

資料：�Rifinitive、欧州委員会「AMECO�database」及びその他資料から作成。
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第Ⅰ-3-2-26 表　ユーロ圏各国の財政赤字目標 68

備考：�財政収支比率（対GDP、％）。目標値は、EUの安定プログラムにお
ける数値。2019 年予算案は、2018 年 11 月 21 日時点（欧州委員会
資料）。2019 年経済見通しは、2018 年 11 月時点（欧州委員会秋季
経済見通し）。

資料：�欧州委員会資料から作成。

2019 年
目標値
（A）

2019 年
予算案

2019 年
経済見通し
（B）

目標（A) と
見通し（B）の
かい離

フランス -2.4 -2.8 -2.8 0.4
スペイン -1.3 -1.8 -2.1 0.8
イタリア -0.8 -2.4 -2.9 2.1
ベルギー -0.7 -1 -1.1 0.4
ポルトガル -0.2 -0.2 -0.6 0.4
フィンランド -0.2 -0.1 -0.2 0
ドイツ 1 1 1.2 -0.2

�
68	 イタリアの政府債務比率は 132％と、ユーロ圏加盟国の中でギリシャに次いで高く、これ以上の政府債務の拡大を回避するために、厳し

い構造財政収支目標が設定されている。フランスの政府債務比率は 98.5％とイタリアの水準を大幅に下回っており、構造財政収支目標が
相対的に緩い。（European Commission（2018a））。

69	 European Commission（2018b）、吉田（2018）。
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を通じて、多くの不良債権を抱える中小規模の銀行の
負担が拡大する可能性を懸念する声もある。
　EU では、財政規律の形骸化が欧州債務危機を引き
起こした反省から、2011 年に、財政規律の厳格化や
監視・運営の強化が図られた 70。ただし、欧州経済の
回復が遅れる中で、緊縮財政によるネガティブな側面
を回避する必要性が指摘され、2013 年以降は、深刻
な景気後退に陥った場合や、構造改革などを通じて中
期的な財政均衡に向けた措置を取っているといった場
合には、例外規定が適用され、緊縮財政のペースは緩
められた 71。
　イタリアについても、2013 年に EDP 対象を外れた
後は、高い政府債務比率（第Ⅰ-3-2-28 図）を抱えつ
つも例外規定の適用により EDP に基づく是正対象国
になっていないが、2019 年度予算案については欧州
委員会から厳しい姿勢が示された。その背景には、予
算案に示された財政赤字比率と目標値の大きなかい離
に加えて、欧州理事会による勧告 72 に対する深刻な
逸脱があったとされたが、その中でも構造改革につい
ては、全般的に遅れており、むしろ一部では後退して
いる、との評価が示されている 73。
　具体的には、高い政府債務比率を抱える同国につい
ては、財政均衡の達成に向けて、効率的な教育システ
ムや労働市場の構築、あるいは企業の税負担軽減等、

様々な構造改革を通じた経済成長が必要であるが、特
に、予定される年金開始年齢の引下げについては、政
府債務の持続可能性を高める目的で進めてきた年金改
革を後退させるほか、労働供給を低下させ潜在成長率
を抑制する可能性がある、との懸念が示された。
　なお、2019 年 4 月、イタリア政府は 2019 年の経済
成長率を 0.2％に下方修正した。これにより、同国の
財政赤字比率（対 GDP 比）が再び 2.4％に上昇するこ
とから、同国の財政に対する市場の懸念が再び高まる
可能性がある。
　一方、フランスでは、燃料税の引上げを前に、低・
中所得者層を中心とする大規模な抗議行動が勃発し
た。黄色いベスト運動と呼ばれるこの抗議行動は、燃
料税の引上げ反対に加えて、最低賃金の引上げや、年
金の増額、富裕税の再導入等を求め、2018 年 11 月か
ら 2019 年まで継続している。
　国民による激しい抗議行動を受けて、政府は 2018
年 12 月、燃料税の引上げ中止を決定したほか、ボー
ナスに関する税・社会保険料の免除 74、残業代に関す
る所得税に関する雇用者負担の軽減 75 等を内容とす
る緊急経済措置を決定した。また、最低賃金の引上げ
も決定された。
　同国の財政赤字比率は、2018 年 9 月に欧州委員会
に提出された 2019 年予算案では 2.8％であったが、12

第Ⅰ-3-2-27 図　南欧諸国の国債利回り推移

備考：�10 年物国債利回り。2019 年 5 月 7日まで（日次）。
資料：�Rifinitive から作成。
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第Ⅰ-3-2-28 図　欧州主要国の政府債務比率推移

備考：�2018 年以降は見通し。
資料：�欧州委員会「Ameco�database」�から作成。
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70	 2011 年 12 月「安定・成長協定」に基づく財政規律とマクロ経済政策監視メカニズムを強化した「経済ガバナンス強化パッケージ（six 

pack）が発効。2013 年 1 月、財政均衡化を憲法等に盛り込むことなどを義務付ける「財政協定（Fiscal Compact）」が、16 カ国の批准に
より発効（2019 年 4 月時点では、署名 25 か国に加えて、クロアチアとチェコが批准済み）。

71	 一定の条件を満たす場合には、安定・成長協定の例外規定が適用され、財政赤字あるいは政府債務に関する閾値を超えても、「予防」のス
テージにとどまり「是正」のステージに進まない。

72	 Council of the European Union （2018）.
73	 European Commission （2018c）.
74	 対象は、報酬が最低賃金の 3 倍未満である被雇用者に対して、2019 年 3 月末までに支払われるボーナス。
75	 最大 5,000 ユーロ。
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月に決定された緊急経済措置を考慮すると、EU の財
政赤字比率の上限である 3％を超える可能性もあると
見られている。
　欧州委員会は、今のところフランスに対して厳しい
姿勢を示していないが、10 月に提出された予算案に
対しては、政府予算の削減計画が不透明であるといっ
た懸念を示す等、さらなる財政健全化を求める一方で、
経済成長のための構造改革を強く求めている 76。
　EU の財政規律は、欧州債務危機とその後の回復の
過程を経て、財政健全化だけでなく経済成長に配慮す
る方向に変化してきた。イタリアやフランスのように、
EU 市民の不満に対応し財政支出の拡大を伴う政策が
求められる場面では、欧州委員会の柔軟な対応が歓迎
される一方で、放漫財政に対する金融市場の目は厳し
く、最近のイタリアの財政懸念の高まりに国債利回り
が敏感に反応したことを踏まえても、財政健全化の重
要性は低下していない。

　なお、EU の財政監視制度については、欧州委員会
の勧告に強制力はなく、また、その制裁の有効性を疑
問視する声もある。一方で、欧州委員会の裁量の余地
が大きすぎるとの批判に加え、債務危機対応により複
雑化しすぎており、公共財政の長期的な持続可能性向
上のためには、債務削減だけに焦点を当てるべきとの
見解も見られる 77。単一通貨圏としての持続性を確保
するためには、各国の財政健全化が必要不可欠だが、
財政規律そのものに様々な論点がある中、今後、有効
に機能するような枠組みが作られるか見通すことは難
しいのが現状と言える。
　なお、単一通貨圏における経済の安定化を図るため、
各国の財政健全化促進に加えて、経済的なショックに
対応するユーロ圏の共通予算の創設 78 も検討されて
いる。ただし、これに関しても、その必要性や規模、
制度設計についての考え方には各国に温度差があると
されている。

1．イタリア
　イタリアでは、従来、正規雇用労働者の解雇に関する厳しい規制と、有期雇用契約労働者や派遣労働
者といった、いわゆる非正規雇用に関する規制が、新規雇用を抑制することで若年失業率を押し上げ、
さらに、同国における企業投資を抑制していると指摘されてきた。そのため、同国では、2012 年から
2015 年まで、労働市場の流動性を高めることを意図した労働市場改革が進められた。
　具体的には、モンティ政権下で 2012 年に進められたフォルネロ改革と、「労働市場の弾力化」及び「雇
用の活性化」を掲げたレンツィ政権下で制定された労働市場改革法（Jobs Act。2014・2015 年）である。
一連の改革によって、解雇に関する金銭解決制度が導入され、2015 年 3 月 7 日以降に雇用された者に
ついては、一部の差別的解雇を除き、原則として解雇は金銭で解決できるようになった 79。また、有期
雇用労働と派遣労働に関しては、従来、契約締結に際して「正当事由」が求められていたが、正当事由
が不要となった 80。
　これらにより、新たな雇用契約締結に関する柔軟性が高まったが、既存の正規雇用労働者に対する手

コラム

１ イタリアとフランスの雇用に関する最近の政策
コラム

１

�
76	 European Commission (2018d). 政府支出の削減を求めつつも、経済成長のため、政府投資拡大を認め、また、引き続き企業の税負担を軽

減する必要性が示されている。
77	 欧州委員会の助言機関である欧州財政委員会（EFB）は、EU の財政規律について、複雑すぎる上に、公共財政の長期的な持続可能性向

上につながっていないとして、GDP 比 3％以下とする既存の財政赤字目標を廃止し、債務削減だけに焦点を当てることを提言している。
（European Fiscal Board（2018））

78	 EU の次期予算枠組み（2021～2027）に、「ユーロ圏の収斂（れん）と競争力のための予算」を設けるための議論が進展している。
79	 2012 年フォルネロ改革以前は、解雇が認められない場合には、解雇が無効となり原職復帰が原則であった。2012 年フォルネロ改革によっ

て、解雇が無効の場合、一部のケースにおいて金銭による解決が導入された。2016 年以降、一部の差別的解雇を除いて、原則として解雇
は金銭による解決が可能となった。

80	 入り口規制としての「正当事由」が不要となり、代わりに、量的制限として、有期契約労働の総件数、及び派遣労働数が、それぞれ、正
規雇用の労働力全体の 20％を超えてはならない、との規制が設けられている。
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厚い保護は維持された。
　2016 年以降、同国では若年失業率が低下したものの、若い年齢層における有期雇用労働割合は同時
期に顕著に上昇しており（コラム第 1-2 図）、失業していた若者の多くが、有期雇用契約によって労働
市場に参入したことが示唆される。なお、有期雇用労働者の約 7 割は、より安定的な雇用である無期雇
用契約労働を希望していることが分かる（コラム第 1-3 図）。

　労働市場の流動性を高め、企業負担を軽減することが、結果的に経済成長をもたらすと考えられるが、
その恩恵が労働者に波及するまでには時間がかかる。労働者の雇用をより安定的なものとする取組が求
められている。
　2018 年 6 月に成立した、イタリア・ファーストを掲げる「五つ星運動」と「同盟」による連立政権は、
2018 年 7 月、「労働者及び企業の尊厳のための緊急措置」を閣議決定した。同措置には、不安定な雇用
への対策として、有期雇用契約の上限期間に関する大幅な短縮 81 や、不当解雇時の補償金額の引上げ 82

等が盛り込まれた。
　また、2019 年予算法の目玉の一つである「年金改革（クォータ 100 制度）」では、労働市場の世代交
代を図るため、年金制度の受給開始年齢引下げ 83 等が行われた。さらに 2019 年 1 月 84 より稼働した「国

コラム第 1-1 図　有期雇用割合の推移（15～64 才）

備考：�有期雇用契約による被雇用者が被雇用者に占める割合。15～64
才。後方 3か月移動平均。

資料：�Eurostat から作成。
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コラム第 1-2 図　有期雇用割合の推移（15～29 才）

備考：�有期雇用契約による被雇用者が被雇用者に占める割合。15～29
才。後方 3か月移動平均。

資料：�Eurostat から作成。
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コラム第 1-3 図　
希望しない有期雇用契約労働者割合（15～64 才）

備考：�15～64才。有期雇用労働を行う理由について、無期雇用の職を得
られなかったとの回答が、有期雇用労働者全体に占める割合。

資料：�Eurostat から作成。
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�
81	 最大 36 か月を最大 24 か月（特定の理由がない場合は最大 12 か月）に変更。
82	 不当解雇補償金は、月給の 4～24 か月分であったところ、同 6～36 か月分に拡大した。

52 2019 White Paper on International Economy and Trade

第３章 各国経済動向とリスク要因



民の所得」では、職探しを含む一定の条件を満たす失業者に対し、月額最大 780 ユーロが支給されるこ
ととなっている。
　「国民の所得」や「尊厳政令」で志向されている「貧困と格差の是正」の必要性は、イタリアのみな
らず各国で意識されているところであり、また、若年失業率を低下させるため労働市場の世代交代を図
るという目的についても異論がない。
　しかし、一部の施策については、財源の確保に関する問題に加え、労働市場の流動性を高める目的で
これまで進められてきた労働市場改革を後退させるのではないかとの懸念が指摘されている。
　不当解雇時の補償額引上げについては、これによって無期雇用契約が回避され有期雇用契約が選択さ
れる可能性があり、そのために、有期雇用契約の上限期間が短縮されても 85、実際に有期雇用契約から
無期雇用契約への転換が促進されないのではないかと疑問視する声もある。
　また、労働市場の世代交代という目的に対しては、年金開始年齢の引下げによって一定の効果は生じ
ると考えられる。しかし、上記のとおり、解雇規制の厳格化や有期雇用契約への規制等により、雇用に
関する柔軟性が大きく低下したことから、企業の新規の雇用意欲が抑制されるのではないかと懸念する
声が多く見られる。
　また、同国産業界からは、労働市場の硬直性が現状よりもさらに高まることとなれば、企業の投資先
として同国が忌避される可能性が高まるとの懸念も示されている 86。

2．フランス
　燃料税の引上げに抗議して 2018 年 11 月に始まった「黄色いベスト運動」は、フランス国民の不満の
大きさを象徴的に表したと考えられる。
　一方、同国の政権に対する支持率は 2017 年から既に低下している。当時の支持率低下の背景には、
マクロン政権下で行われた連帯富裕税の不動産富裕税への改組 87、また法人税の引下げ 88 に伴う一般
社会税の引上げ、また、解雇規制の緩和や、産業協約による影響力の低下等を内容とする労働市場改革
もあった。フランスでは、2017 年に労働市場改革の詳細が発表された後、黄色いベスト運動の規模に
は及ばないものの、全国規模のデモが発生している。
　労働市場改革は、マクロン氏が大統領就任以前から取り組んできたものである。
　マクロン政権発足後の 2017 年には、硬直的な労働市場が企業の負担となって企業活動を抑制し、対
外的な競争力を押し下げ、結果的に失業率の高止まりを招いているとの認識から、解雇規制の緩和と産
業部門別労働協約による拘束力の低下等を図る労働法の改正が行われた。解雇規制の緩和については、
不当解雇時の補償金額に上限を設定したほか、解雇不服申し立て期間を短縮した 89。また、グローバル
展開する企業が、経営状態の悪化を理由に解雇する場合、フランス国内の事業が悪化すれば解雇可能と
なった 90。
　代表性を有する労働組合と使用者団体の両者が合意して締結される産業部門別労働協約は、従来、実
質的にほとんどのテーマにおいて、企業レベルの労使協定に優先して各企業の労働条件を決定していた
が、2017 年の改革では、企業レベルの労使協定が産業部門別労働協約に優先する分野が、勤続手当やボー
ナスについても拡大された 91。

�
83	 実年齢（最低 62 才）と年金保険料納付年数（最低 38 年）の合計が 100 となった時点で年金受給を開始する制度。
84	 2019 年 1 月 29 日より「緊急政令」が適用され、2019 年 4 月に法律（Decree law）として成立。緊急政令に基づき、2019 年 3 月 6 日より

申請の受付が行われている。
85	 尊厳政令。
86	 イタリア工業連盟（CONFINDUSTRIA）ウェブサイトより。
87	 2018 年予算法において、連帯富裕税が改組され、対象は、不動産のみとなった。
88	 基本実効税率は、2018 年度の 33.33％から段階的に引下げる。2019 年度は 31％（大企業については、引下げ時期が 1 年延期されることと

なった）。なお、一定の条件を満たす中小企業には 15％の軽減税率が適用される。（European Commission（2018d）、財務省（2019））
89	 2 年から 1 年に短縮された。（独立行政法人労働政策研究・研修機構（2018）。）
90	 従来は、国内だけでなく企業全体の業績が考慮されていた。
91	 2016 年には、労働時間の柔軟化に関してのみ、企業レベルの労使協約が産業協約に優先するとする改正がなされた。
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　マクロン政権の労働市場改革は、企業のビジネス環境を改善することにより、国の競争力向上を促し、
結果的に経済成長と雇用の改善を達成することが期待されたものであるが、賃金の引上げに寄与してき
た労働組合の力の制限と、解雇規制の緩和は、労働者の権利をはく奪するものであると捉えられ、労働
組合と労働者から反発を買うこととなった。
　一方で、2018 年に発表されたマクロン政権の政策には、低・中所得者層への配慮を意識したものが
多く見られている。
　そもそも同国政府の労働政策が目指すところは、企業負担の軽減だけではなく、労働市場の流動性向
上と、教育・職業訓練や効率的な給付制度の在り方を通じて労働者の就業可能性の向上を図るという、
フランス版フレキシキュリティ（①柔軟で流動性の高い労働市場、②手厚い失業保障、③充実した教育・
職業訓練等の積極的な労働市場政策、の 3 つの柱で雇用の安定を図る労働政策）92 の実現であり、2013
年以降の主な労働政策には、不当解雇の補償金額に関する下限の適用対象の拡大 93 といった、解雇規
制を強化する内容も含まれるほか、職業訓練に関する制度は継続的に拡充されている。
　2018 年 8 月には、「職業における将来を選択する自由のための法律」が成立した。失業保険の給付対
象を拡大するとともに職業訓練に関する補助金や税控除の制度が統合されたほか、職業訓練に関しては、
カリキュラム作成における労使パートナーの関係強化や、職業訓練校における見習研修の拡大等が含ま
れており、2019 年より発効している 94。
　また、2018 年 6 月に閣議決定された「企業の成長・変革のための行動計画に関する法案」（通称：
PACTE 法）は 95、戦略的企業への外資規制強化、イノベーション強化と並んで、中小企業の成長促進
を図る規制緩和が主な内容となっている。
　さらに、黄色いベスト運動が勃発する以前に発表された 2019 年度予算案は、財政再建とともに、エ
コロジー転換への投資や、最も脆弱な人々に対する支援に対する支援等を図るものとして、低・中所得
者向けの減税や、雇用や投資を促すための法人税軽減が盛り込まれており、低・中所得者層が強く意識
されていることが確認できる。
　イタリアとフランスは、ともに労働市場の硬直性が課題とされ、企業競争力の向上を図るために、労
働市場の流動性を高める方向で改革が進められてきた。他の産業政策と合わせて今後の経済成長が期待
される一方で、格差や貧困が拡大する中、従来以上に低・中所得者層の雇用あるいは所得の補償に配慮
する必要性が高まっている。

�
92	 デンマークが 1990 年代に取り入れた労働政策のモデル。EU も 2005 年に、フレキシキュリティを取り入れた雇用戦略を発表している。（独

立行政法人日本貿易振興機構（2018a））
93	 適用対象を従業員数 10 人以下の企業にも拡大した。
94	 European Commission （2018e）.
95	 2018 年 10 月国民議会で可決。2019 年 1 月上院で審議開始。
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（1）概況
　英国は、欧州債務危機以降、他の欧州主要国に比べ
て高い経済成長率を維持してきたが、EU 離脱に関す
る国民投票が行われた 2016 年以降は鈍化しており、
2018 年の実質 GDP 成長率は通年で 1.4％増にとど
まった。

　家計消費については、ポンド安の影響で 2017 年に
も既に伸びが鈍化していたが、2018 年にはさらに、
新興国経済の減速により輸出が減退したほか、EU 離
脱をめぐる先行き不透明感を背景に総固定資本形成が
鈍化した（第Ⅰ-3-2-29 図、第Ⅰ-3-2-30 図）。
　また、2018 年夏以降、EU 離脱に向けた英国政府と

2．英国経済

コラム第 1-4 表　フランスの主な労働関連政策（2013 年以降）

〈解雇規制〉 〈労使関係〉 〈職業訓練〉 〈給付金〉 〈その他〉
2013 年公布
労働市場の柔
軟化と雇用の
安定化を図る
法律公布

☆集団解雇の手続き簡素化。

★復職権を伴う転職制度の創設。

★従業員による取締役会参画を
義務付け。

・不況時の雇用確保に向けた労
使間の事前交渉の強化。

2015 年 7 月
可決

労使対話に関
する法

★従業員取締役の選任を義務付
けられる企業規模の下限を引き
下げ（従業員数 5000 人以上
→ 1000 人以上）。

・零細企業の労使対話を促進す
るため、地方圏ごとに労使代表
からなる委員会を創設。

・労使対話のために義務付けら
れた社内の委員会の統合を可能
に（従業員数 50 人以上企業）。

★職歴の中で発生した
職業訓練を受講する権
利等の保持について
ポータビリティを確保。

・従来の「就業手当」
と「就業者向けの生活
保護」を統合し「活動
手当」を創設。
★ 18～24 才以下の受
給制限緩和。就業意欲
を高めるため、最低賃
金の 1.3 倍以下の賃金
であれば受給可能に。
☆配偶者に一定以上の
収入がある場合は、従
来と異なり支給対象外。

2016 年 7 月
可決

労働・労使間
対話の近代
化・職業保障
に関する法律
（通称：エル・
コムリ法）

・経済的解雇の定義を明確化。
☆労働時間の調整について、企
業レベルの労使合意が産業協約
に優先できる。

★若年者に対する個別
指導・研修、金銭的支給。

★学業終了証を持たな
い労働者について、職
業訓練時間の上限引き
上げ。

2017 年 9 月
可決

労働関係の予
測可能性と安
定性に関する
オルドナンス
等

☆不当解雇の補償金額に上限を
設定。

★不当解雇の補償金額の下限の
適用について、10 人以下の企
業まで対象拡大。

☆解雇不服申し立て期間の短縮
（2年→ 1年）

・グローバル展開する企業が、
経営状態の悪化を理由に解雇す
る場合、フランス国内の事業が
悪化した場合に限り解雇可能
（従来は企業全体の業績を考慮）。

☆企業レベルの労使合意を産業
協約よりも優先できる対象を、
勤続手当やボーナス等の労働条
件まで拡大。

★企業別労使合意による労働条
件の変更の拒否を理由に解雇さ
れた場合、職業訓練費用のうち
100 時間分を使用者が負担。

・労使対話のために義務付けら
れた複数の委員会を「社会経済
委員会」に統合（従業員数 50
人以上企業）。

2018 年 8 月
可決

職業における
将来を選択す
る自由のため
の法律

・労働時間外で受講可
能な外部の職業訓練の
上限を、時間数から金
額に変更。

・中小企業向けの見習
い研修制度に関する複
数の補助金等の制度を
一本化。

★自主退職者・自由業
者にも失業保険を給付。

★国外から
の派遣労働
者の違法労
働に対する
罰則強化

備考：�☆は、企業側の負担コストの軽減、労働者側の保護・保障の低下が予想される内容。★は企業側の負担コストの増加、労働者側の保護・
保障の強化が予想される内容。

資料：�労働政策研究・研修機構資料、JETRO 資料から、経済産業省作成。
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EU の交渉が難航し、合意なき離脱の可能性が少しず
つ意識されていく中で、企業や消費者のマインドは冷
え込んだ。経済信頼感指数を見ると、2018 年初めか
ら低水準で推移していた製造業に加えて、2018 年秋
以降はサービス業においても顕著に悪化している（第
Ⅰ-3-2-31 図）。特にサービス業については、2019 年
2 月時点で、雇用見通しが 2012 年以来、ビジネスの
先行き見通しが 2013 年以来の水準まで低下している

（第Ⅰ-3-2-32 図）。また、企業の投資意欲については、
製造業で 2018 年第 3 四半期から、サービス業では第
4 四半期から低下している（第Ⅰ-3-2-34 図）。

（2）金融市場
　2016 年の EU 離脱をめぐる国民投票後、ポンドは
対ドルで下落し、その影響で英国のインフレ率は上昇
した。インフレ率の上昇に伴い実質賃金も大幅に低下

第Ⅰ-3-2-29 図　英国の実質 GDP 成長率推移

資料：�Eurostat から作成。
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第Ⅰ-3-2-30 図　英国の総固定資本形成推移

備考：2018Q4 まで。ユーロベース。
資料：Eurostat から作成。
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第Ⅰ-3-2-31 図　英国の経済信頼感指数推移

備考：�アンケート調査における「改善 /悪化」（原則、過去 3か月・今後 3
か月の変化。消費者は、過去 12 か月・今後 12 か月の変化）の回答
の割合の差。トータルは、経済信頼感指数（1990 年以降長期平均
=100）。季調済。2019 年 3 月まで。

資料：�欧州委員会「Economic�Sentiment�Indicator」から作成。
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第Ⅰ-3-2-32 図　英国のサービス業景況感推移

備考：�アンケート調査（毎月第 1～3週）での「改善（増加）/悪化（減少）」
（過去 3か月・今後 3か月の変化）の割合の差。2019 年 3 月まで。

資料：�欧州委員会「Economic�Sentiment�Indicator」から作成。
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第Ⅰ-3-2-33 図　英国の製造業景況感推移

備考：�アンケート調査（毎月第 1～3週）での「改善（増加）/悪化（減少）」
（過去 3か月・今後 3か月の変化）の割合の差。2019 年 3 月まで。

資料：�欧州委員会「Economic�Sentiment�Indicator」から作成。
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していたが、インフレ率は 2017 年末をピークに鈍化
しており、2018 年の間、実質賃金は上昇傾向で推移
した（第Ⅰ-3-2-35 図）。
　イングランド銀行（英国中央銀行）は、2018 年 8 月、
労働コスト等国内要因によるインフレ圧力が高まって
いるとして、政策金利の引上げを実施した。政策金利
は 2016 年の国民投票直後の 8 月に引下げられていた
が、それ以降 2 度目の引上げとなった。
　2018 年夏以降、合意なき離脱の可能性が意識され

る中で、ポンドは下落し、2018 年秋には 2017 年初頭
の水準まで低下した。

（3）BREXIT による企業への影響見通し
① BREXIT をめぐる主な動き
　英国の EU 離脱期限は、当初 2019 年 3 月 29 日に設
定されていたが、2019 年 3 月に入っても、英国議会
は「離脱協定案」（英国政府と EU が 2018 年 11 月に
交渉妥結）を承認できず、EU との間で何の合意もな
いままに英国が EU を離脱することになるのではない
か、との懸念が高まった。
　しかし、合意なき離脱による経済へのダメージは甚
大であり回避すべきとの考えの下、EU 首脳会議は 3
週間の間に、同国の離脱期限を、3 月 29 日から 4 月
12 日へ、さらに 10 月 31 日へと 2 度に渡り延期し
た 96。
　経済界が最も懸念していた「合意なき離脱」がひと
まず回避されたものの、合意なき離脱となる可能性は
排除されておらず、以下では、合意なき離脱となった
場合の経済への影響及び対応について概観する。
　2018 年夏以降、英国政府と欧州委員会は、可能性
がゼロではないとして、「合意なき離脱」に向けた準
備を行うよう、民間に対し一連の通知を発出しており、
民間企業は一定の準備をしてきたと見られる。少なく
とも英国においては、2019 年 3 月時点で、企業の 3
分の 2 が、「合意なき離脱」に備え、英国と EU の貿
易に関係する在庫の拡大や、EU への拠点設置等、一
定の準備を行っていた模様である 97。
　しかし、事前に準備できることには当然ながら限界
があり、「合意なき離脱」に陥った場合には、新たな
関税コストの発生のほか、貿易手続を行うインフラ制
度の不足に伴う港湾手続の混乱、REACH98 等の EU
域内で適用される規制や標準の取扱いをめぐる混乱、
クロスボーダーでのサービス提供に関する混乱、さら
に、既に英国で労働している EU 市民及び EU で労働
している英国民の扱いに関する混乱等、様々なレベル
に悪影響が生じると見られている。

第Ⅰ-3-2-34 図　英国企業の投資意欲推移

備考：�アンケート調査。2019 年第 1四半期まで。輸出向け売上高は最近 3
か月と前年同期の比較。投資意欲は、今後 12 か月。

資料：�イングランド銀行「Agents’�scores」から作成。
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第Ⅰ-3-2-35 図　英国の実質賃金とインフレ率推移

備考：�季節調整値（月次）。為替は 2019 年 3 月、物価は 2月、賃金は 1月
まで。

資料：�英国国家統計局、Rifinitive から作成。
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�
96	 2019 年 3 月 21 日の EU 首脳会議において、英国議会が 3 月 29 日までに離脱協定案を承認しない場合、離脱期限を 4 月 12 日とすること

が決定された（離脱協定案が議会で承認された場合は、離脱期限を 5 月 22 日とするとされた）。
　しかし、3 月 29 日までに英国議会による離脱協定案に対する承認が得られず、かつ新たな方針も提示されない中で、2019 年 4 月 10 日
に開催された EU 首脳会議では、離脱期限を 2019 年 10 月 31 日に延期することが決定された。
　なお、4 月 10 日の EU 首脳会議においては、10 月 31 日までの延期が認められたものの、2019 年 5 月 22 日までに英国議会が離脱協定
案を承認せず、かつ 5 月 23 日から開始する欧州議会選挙に英国が参加しない場合には、離脱期限を 2019 年 5 月 31 日とすることが決定さ
れていた。英国政府は 5 月 7 日、欧州議会選挙への参加を表明した。

97	 英国中央銀行の 2019 年 3 月の調査（約 300 社対象）によれば、合意なき離脱に備えて何らかの対応を行っている英国企業は全体の 3 分の
2 に上った。

98	 EU の「化学品の登録、評価、認可及び制限に関する規則」。
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　なお、関税コストについては、当初の離脱予定日を
目前にした 3 月 13 日、英国政府が、「合意なき離脱」
の場合に英国の輸入額の 87％相当の関税の一時的な
撤廃を行う旨を発表 99 しており、EU から英国への輸
入の多くは関税負担を免れることとなった。ただし、
自動車完成品や一部の食料品については、市場環境が
厳しい等の理由で、関税撤廃の対象外であり、また、
英国から EU への輸入に関しては、新たに関税負担が
生じることとなる。
　非関税障壁に関しても、多くの影響が生じる。これ
まで、EU 域内で承認等を受けていれば、EU 内の他
の加盟国に自由に上市することが可能であった製品で
あっても、「合意なき離脱」に陥った場合には、英国
において、あるいは EU 域内において、新たに登録や
承認をやり直す必要が生じる場合が多い。
　例えば、化学品については、既に英国内で登録され
た化学品を欧州経済領域（EEA）に上市する際には、
EEA 域内で登録し直すことが求められる。逆に、
EEA 域内で登録されていた化学品を英国で上市する
際には、英国内で登録し直すことが求められる 100。
　医薬品については、EU で承認された医薬品は、自
動的に英国に受入れられる。しかし、英国で取得した
市販承認は、EU 内で自動的に承認されず、EU27 か
国のいずれかに所在する市販承認申請取得者に承認を
移管する必要がある。
　CE マーキング等の製品の認証については、EU 認
証機関による認証等を受けた製品は、英国で上市する
ことが可能である（ただし時限付き）が、英国の認証
機関による認証は EU 内で無効であり、EU の認証機
関で再認証を取るか認証を移管する必要が生じる。
　英国にとって、EU は最大の貿易パートナーである。
EU にとって、英国は輸入額の 4％、輸出額の 6％ 101

を占めるに過ぎないが、複雑に構築されてきたサプラ
イチェーンでは、その一部が停滞するだけでも、関係
する企業に影響が波及していく可能性がある。
　「合意なき離脱」によるマクロ経済への影響につい
ては、複数の機関が見通しを公表しているが、その中
でドイツのハレ研究所は、合意なき離脱により EU か
らの輸入が 25％減少した場合に起こり得る事態を分

析し、60 万人の雇用に影響するとの結果を発表した
（第Ⅰ-3-2-36 表）。
　これによると、最も影響を受けるのはドイツの自動
車産業とされている。ドイツの自動車産業は英国産業
の中間投入に向けた輸出が非常に多く、サプライ
チェーンの分断による影響が大きいものと推測される。
　また、中長期的には、EU による労働者の流入が減
少することで、労働力不足が加速するリスクや、同国
のイノベーションを支える高度外国人材の流入が減少
するリスクが懸念されている。
　英国政府の見通し 103 によれば、「合意なき離脱」が
GDP に与える影響は、移民の流入が確保される場合
は 15 年間で 7.7％の減少だが、EEA からの労働者流
入が制限される場合の減少幅は 9.3％に拡大する（第
Ⅰ-3-2-37 表）。
　一方、英国議会が 2019 年 10 月 31 日までに「離脱
協定案」を承認した場合には、11 月 1 日から、英国
は秩序立った形で EU を離脱することとなる 104。
　その場合の離脱の形、また離脱した後の EU との関
係については、当該「離脱協定案」及び同時に公表さ
れた「政治宣言案」が指針となっている。
　「離脱協定案」は、英国の離脱後から開始する移行
期間中の EU における英国の取扱いや、移行期間終了
後の市民の権利、また、アイルランドと北アイルラン
ドに関する規定、また離脱清算金等を主な内容とする。
　市民の権利については、EU に居住する英国民と英

第Ⅰ-3-2-36 表　ドイツ　ハレ研究所調査結果 102

備考：�英国の外需への需要が 25%減少した場合の影響を分析したもの。
資料：�ドイツ�ハレ研究所「Potential�international�employment�effects�of�a�

hard�Brexit」より抜粋。

（合意なき離脱による雇用への影響）
・�国としては、ドイツに対する影響が最も大きい（10 万人に影響
のおそれ）。
　－自動車産業は、生産と貿易双方において最も大きな影響を受
ける。
　－ドイツの自動車産業は、労働者の 0.9%が英国向け輸出に直接・
間接に関与している。
→そのため、ドイツの自動車産業が、hard�BREXIT の後、雇用リス
クに最もさらされる。
・EU域外でも、大きな影響を受ける国もある。
　－中国は、英国向け中間財の輸出によって、間接的な形で影響。
（59000 人の雇用に影響のおそれ）。

�
99	 UK Treasury “Temporary tariff regime for no deal Brexit published”, 13 March 2019 , （https://www.gov.uk/government/news/

temporary-tariff-regime-for-no-deal-brexit-published）. 合意なき離脱から最大 12 か月適用される見込み。
100	なお、英国側は、英国内に登録し直す際、既に EEA 内で登録されたものであれば、基本的に承認することを予定している。
101	2017 年。
102	Halle Institute for Economic Research （2019）.
103	UK Government （2018）.
104	2019 年 9 月までの間に英国議会が離脱協定案に合意する場合は、離脱日を、合意した日の翌月の 1 日に前倒しすることも可能である。
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国に居住する EU 市民は、いずれも移行期間終了後も
それ以前と同じ権利を有し、さらに、同期間終了時点
で 5 年以上継続して居住していれば、英国民が EU で、
EU 市民が英国で永住権を持つとされるなど、既存の
市民を広めに受入る方向である。ただし、「離脱協定案」
については、「最終的に全てが合意されない限りは、
何も合意されていないと見なす」との交渉原則がある
ため、離脱協定全体で合意がなされるまでは、規定さ
れているどの内容も確定しないことに留意する必要が
ある。さらにアイルランドと北アイルランドに関する
規定は、英国議会による「離脱協定案」の否決の主要
な要因の一つであり、離脱後の状況を想定するには不
確定要素が大きい。
　「政治宣言案」は、移行期間終了後の英国と EU の
将来関係についての方向性を示している。英国政府と
EU 当局がともに目指すものという位置づけで法的拘
束力はないが、現時点で将来の産業界への影響を考え
る際には貴重な指針と言える。
　具体的には、物品貿易に関しては、関税や数量割当
てがなく、原産地規則の検査のない状況が期待されて
いる。また、医薬品、化学、航空等、様々なセクター
に関して、EU 機関と英国機関の協力等に支えられた、
包括的な自由貿易圏が念頭に置かれている。
　サービスと投資に関しては、広範な分野において、

WTO の取決めを大幅に上回る自由度の確保が期待さ
れている。具体的には、市場アクセス等に関する内外
無差別の徹底、また、規制調和の協力枠組みの設置等
が記載されている。
　また、知的財産権については、知的所有権の貿易関
連の側面に関する協定（TRIPS 協定）等を超えて、
知的財産権の保護と執行を提供することが期待されて
いる。
　以上を含む、「政治宣言」に記載されたような経済
パートナーシップが実現されれば、英国の EU 離脱は、
産業界の混乱なく行われるかもしれない。ただし、い
ずれも具体的な交渉は、2020 年末までの移行期間の
間に行うものとされており、今後の交渉の行方を追う
必要がある。

② 企業立地に対する BREXIT の影響
　EU 単一市場から離脱することにより、英国は、こ
れまで享受してきた EU 市場への自由なアクセスを失
う。最大の貿易パートナーである EU との貿易におけ
る関税障壁や非関税障壁の発生により、英国企業の環
境が従来に比べ悪化することは否定できず、今後、英
国への企業投資は縮小するとの見方が多い。
　英国に立地していた EU の機関のうち、欧州医薬品
庁は既にオランダ・アムステルダムに移転し 105、欧

第Ⅰ-3-2-38 表　イングランド銀行による中期（5 年）見通し（GDP に与える影響）

注 1：�英国が EUの FTA 締結相手との協定を複製するシナリオ。
注 2：�EU が FTA を結ぶ第三国と英国が協定を締結しないシナリオ。
資料：�イングランド銀行「EU�withdrawal�scenarios�and�monetary�and�financial�stability」（2018 年 11 月 28 日発表）より、

JETRO 作成。

近接
（自由貿易）

準近接
（通関・規制有）

ノーディール 1
（注 1）

ノーディール 2
（注 2）

2016 年 5 月
予測比 △ 1.0 △ 3.75 △ 7.0 △ 10.5

2018 年 11 月
予測比 1 △ 0.75 △ 4.75 △ 7.75

第Ⅰ-3-2-37 表　英国政府の長期（15 年）見通し（GDP に与える影響）

注 1：�政府案想定よりも非関税障壁が多くなるシナリオ（政府案と標準的 FTA の中間点の水準）。
注 2：�EEA 型となる場合、EEA 労働者の流入は維持されるため。
資料：�英国政府「EU�Exit　Long-term�economic�analysis」（2018 年 11 月 28 日発表�）より、JETRO 作成。

ノーディール 標準的 FTA EEA 型 FTA 政府案 準政府案
（注 1）

移民枠組み変更なし △ 7.7
（△ 9.0～△ 6.3）

△ 4.9�
（△ 6.4～△ 3.4）

△ 1.4
（△ 2.4～△ 0.9）

△ 0.6
（△ 1.3～△ 0.1） △ 2.1

EEA 労働者純流入ゼロ △ 9.3
（△ 10.7～△ 8.0）

△ 6.7
（△ 8.1～△ 5.1） ―（注 2） △ 2.5

（△ 3.1～△ 1.9） △ 3.9

�
105	2019 年 3 月 12 日より、オランダで正式に稼働。
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州銀行監督庁もフランス・パリへの移転が決定してい
るが、企業に関しても、非関税障壁による影響が大き
いセクターを中心に、拠点を移す動きが見られている。
　JETRO の調査によれば、欧州進出日系企業も、生
産拠点を有する企業の約 6 割が、移転や撤退等を実施
（若しくは決定）した、あるいは検討している、と回
答している（第Ⅰ-3-2-39 図、第Ⅰ-3-2-40 図）。さらに、
2019 年に入り合意なき離脱の可能性が高まる中で、
複数の製造企業が英国拠点の縮小を発表しており、英
国の EU 離脱による影響を指摘する声が多い。
　一方、同じ JETRO の調査によると、欧州進出日系
企業の多くが、今後 1～2 年の間に、英国において、
販売、生産（高付加価値品）、研究開発等の機能拡大
を予定していると回答している（第Ⅰ-3-2-41 表）。
英国の EU 離脱を控え、同国での活動を、価格重視の

製品から、品質や技術での差別化を図る製品に軸足を
移そうとする姿勢が示唆されていると言える 106 が、
拡大するとの回答は、少なくとも秩序だった EU 離
脱 107 においては、EU 離脱による影響を重視しない
セクターやビジネスの形が存在することが示唆される。
　英国企業に対する外国企業による M&A 件数は
2015 年以降 2018 年までほぼ横ばいで推移している
（第Ⅰ-3-2-42 図）。また、外国企業による買収先と
しての順位（件数ベース）は、EU、米国及び日本と
比較すると、2014 年以降、米国に次ぐ 2 位を維持し
ており、EU 離脱を前にしても、外国企業からの魅力
が低下しているとは言い難い。
　上記 M&A の対象セクターは、ハイテク、卸売、
金融、メディア・娯楽、通信等が多い（第Ⅰ-3-2-43 図、
第Ⅰ-3-2-44 図）が、ICT セクターを中心とする新し

第Ⅰ-3-2-39 図　
英国の EU 離脱に備えた移転・撤退等を決定した拠点
（欧州進出日系企業）

備考：�欧州進出日系企業に対するアンケート調査 2018 年（平成 30 年）9
月 27 日～10 月 25 日調査実施）。英国の EU離脱に備えて移転・撤
退等を実施した /決定した拠点〈複数回答〉。

資料：�JETRO「�欧州進出日系企業実態調査（2018 年度調査）」から作成。
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全業種（n=41）
製造業（n=15）
非製造業（n=26）

第Ⅰ-3-2-40 図　
英国の EU 離脱に備えた移転・撤退等を予定する拠点
（欧州進出日系企業）

備考：�欧州進出日系企業に対するアンケート調査 2018 年（平成 30 年）9
月 27 日～10 月 25 日調査実施）。英国の EU離脱に備えて移転・撤
退等を検討している拠点〈複数回答〉。

資料：��JETRO「欧州進出日系企業実態調査（2018 年度調査）」から作成。
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第Ⅰ-3-2-41 表　今後、機能拡大を予定している国・機能（欧州進出日系企業）

（単位：社）

ドイツ 英国 フランス スペイン オーストリア
販売機能 81 46 27
生産（高付加価値品） 31 17 13
生産（汎用品） 20 7 6
物流機能 18 9 13
研究開発 23 11 6
サービス事務機能 7 5 5
地域統括機能 14 9 2 2 2
備考：�欧州進出日系企業に対するアンケート調査 2018 年（平成 30 年）9月 27 日～10 月 25 日調査実施）。今後 1～2年の事業展開

について「拡大」と回答した企業が、具体的に拡大する機能と国名（上位国のみ）。
資料：�JETRO「欧州進出日系企業実態調（2018 年度調査）」から作成。

�
106	独立行政法人日本貿易振興機構（2018b）。
107	調査が 2018 年秋であり、合意なき離脱の可能性は、ゼロではないが非常に低いとの見方が多かった。
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いビジネスにおいては、製造業に比べて EU 離脱によ
る影響が小さいと考えられ、2018 年にも、米アップ
ルによる、音楽認識アプリのシャザムの買収や、米セー
ルスフォース・ドットコムによるデータセンター建設
等の投資等が発表されている。
　英国は従来、研究開発の水準が高く、また、近年は
企業のイノベーションを育むエコシステムに対する評
価も高い。また、EU 離脱を前にして、英国政府は
2017 年 11 月、国内及び世界でチャンスを掴んでいく
ためとして、同国の強みを活かしつつ、変化する世界
経済を志向した「産業戦略」108 を打ち出した。
　同「産業戦略」は、同国の生産性を高めるための「ア
イディア」「人材」「インフラ」「ビジネス環境」「地域」
の 5 つの基盤を設定しているが、そのうちの一つ、「アイ
ディア」は、先進的イノベーション経済国家の構築を図
るべく、R&D への投資（対 GDP 比率）の引上げや研究
開発費の税額控除率（tax credit）の引上げ等を掲げる。
また、「人材」は、優れた技術教育システムの確立や、
STEM（Science, Technology, Engineering, and 
Mathematics）分野の教育への追加投資、デジタル分野
等の職業訓練への追加投資等を内容とする。
　また、2018 年 12 月には、EEA 市民の優遇を廃し、
技能に基づき滞在を許可する新制度を導入する計画を
発表した。具体的には、EEA からの移民にも、第三
国からの移民と同様にビザを要求する一方で、技能労

働者の受入を拡大する、また、留学生ビザについては、
卒業後の滞在可能期間を拡大する、といった内容であ
る。EU 離脱によって、EU から流入していた高度人
材の流れが低下したとしても、引き続き技術立国とし
ての立場の確保を図る施策といえる。
　EU 単一市場へのアクセスにおいて制約を受けるこ
とによる経済への悪影響は否定できない。しかし、研

第Ⅰ-3-2-43 図　
英国企業に対するクロスボーダーM&A 件数（被買収企
業のセクター別）

備考：�英国企業に対する外国によるM&A案件数。公表済み、若しくは完
了案件。

資料：�Rifinitive から作成。
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第Ⅰ-3-2-42 図　
日米欧企業に対するクロスボーダーM&A （被買収企業
の国籍別割合の推移）

備考：�外国による、EUおよび日米企業に対するM&A案件数（被買収企業
の国籍別割合）。2019 年は 3月 3日までのデータ。公表済み、若し
くは完了案件。

資料：�Rifinitive から作成。
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第Ⅰ-3-2-44 図　
日米欧企業に対するクロスボーダーM&A （被買収企業
の国籍×セクター）

備考：�EU、米国および日本の企業に対する、外国によるM&A案件数に占
める、各国割合（2017・2018 年の、公表若しくは完了案件）。

資料：�Rifinitive から作成。
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�
108	2017 年 11 月 27 日公表。（UK Government（2017））
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究開発や人材、イノベーションに適したビジネス環境
といった強みは、EU 離脱後にそのまま低下するわけ
ではない。むしろ、イノベーションに関する強みを活
かし、かつ、高度人材の確保のために対処し、新しい

成長分野に資源を投入するというアプローチは、どの
国にも求められるものであり、今後の成長性はこれら
に対する取組方次第と考えられる。
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